
児童虐待について

 身体的虐待⇒殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負
わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

 心理的虐待⇒言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こども
の目の前で家族に対して暴力をふるう（面前DV（ドメスティックバイオレン
ス））、きょうだいに虐待行為を行う など

 ネグレクト⇒家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車
の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

性的虐待⇒こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせ
る、ポルノグラフィの被写体にする など

※こども家庭庁HP「児童虐待防止対策」より

資料５
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ずっと右肩あがり！！



※こども家庭庁HPより



和歌山県・岩出市の虐待相談の状況

R４年度 R５年度 R６年度

和歌山県 2,066 2,192 2,030

岩出市 143 100 142
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R４年度 41 26 45 19 12

R５年度 27 26 31 12 4

R６年度 27 41 37 24 13
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①被虐待者年齢区分別新規相談・通告件数

R４年度 R５年度 R６年度

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト

R４年度 52 3 62 26

R５年度 25 0 67 8

R６年度 49 1 67 25
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②虐待種類別新規相談・通告件数

実父
実父以外の

父
実母

実母以外の

母
その他

R４年度 53 8 76 0 6

R５年度 43 0 48 0 9

R６年度 63 0 72 0 7
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③虐待相談・通告の主な虐待者数

R４年度 R５年度 R６年度





要保護児童対策地域協議会（要対協）
について

 虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童
等の早期発見や適切な保護・支援を図るため、地域
の関係機関等が子どもやその家族に関する情報や考
え方を共有し、適切な支援について協議するネット
ワークを法制化したもの（市町村に設置）

 情報交換や支援内容の協議のため二層または三層構
造（代表者会議、実務者会議、個別ケース会議）と
なっている。

 メリット：①支援対象児童等の早期発見

②迅速に支援を開始することができる

③各関係機関等との情報共有

④関係機関の間で役割分担について共通

理解を得ることができる。






